
―指定都市行財政問題懇話会報告－

１．事務配分の特例に対応した大都市特例税制の創設

２．大都市特有の財政需要に対応する都市税源の拡充・強化

大都市の財源拡充を国へ要望！！

横浜市会議員（自由民主党）

約3,800億円 約2,300億円
〈地方自治法に基づくもの〉

児童福祉・民生委員・身体障害者福祉　等

〈個別法に基づくもの〉
土木出張所・衛生研究所
定時制高校人件費

国・道府県道の管理　等

道府県に代わって負担している
大都市特例事務に係わる経費
（特例経費一般財源等所要額）

左の経費に対する
税制上の措置

税制上の
措置不足額

≪地方自治法に基づくもの≫

≪個別法に基づくもの≫

・児童福祉
・民生委員
・身体障害者福祉
・生活保護
・行旅病人及び死亡人
・社会福祉事業
・知的障害者福祉
・母子・父子家庭及び
 寡婦福祉
・老人福祉
・母子保護

・土木出張所
・衛生研究所
・定時制高校人件費
・国・道府県同の管理　等

【大都市特例事務とは】

都市的課題（全国平均との比較）

大都市特例事務に係る税制上の措置不足額（平成30年度予算による概算）

都市的財政需要（全国平均との比較）

注１　各種統計より作成（巻末参照）　　注２　「生活保護保護率」の全国数値は特別区を含む　　（指定都市÷全国） 注　平成28年度市町村別決算状況調　　（指定都市÷全国）

人口1人当たり
民生費（千円）

人口1人当たり
土木費（千円）

重点要望事項（税制関係）
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1.38 倍

全国（指定都市、特別区を除く）
指定都市
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指定都市は、都市的
インフラの整備、環
境・安全安心、福祉
等の都市的課題を多
く抱えている！

注　道府県費教職員の給与負担に係わる経費を含まない。

約1,500億円
税制上の措置済額

・介護保険
・障害者自立支援
・生活困窮者
 自立支援
・食品衛生
・医療
・精神保健及び
 精神障害者福祉
・結核予防
・土地区画整理事業
・屋外広告物規制
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税の配分

地方
税

国 税

３．国・地方間の税源配分の是正

１．国庫補助負担金の改革

２．国直轄事業負担金の廃止

３．地方交付税の必要額の確保と臨時財政対策債の廃止

重点要望事項（財政関係）

国庫補助負担金を廃止し、所要額を全額地方へ税源移譲すべきです。

国直轄事業の地方負担を廃止し、国直轄事業を地方へ移譲する際には、所要額を地方へ全額税源移譲すべきです。

地方交付税（注１）は、地域社会に必要不可欠な一定水準の行政サービスを提供するための財源保障と税源偏在調整
の機能をもった「地方固有財源」で、国の歳出削減を目的とした総額の一方的な削減は決して行うべきではありません。
臨時財政対策債（注2）による地方財源不足への対応は、市債発行額抑制や市債残高減の取組の支障になっており、財
源不足の解消は地方交付税の法定率引き上げによって対応し、臨時財政対策債は速やかに廃止すべきです。

≪解説≫
注１�「地方交付税」：地方公共団体の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む人にも一定の行政サービスが提供できるよう

財源を保障するもの。地方交付税は、本来、地方の税収入とすべきですが、地方交付税の目的を果たすために国が国税
として地方に代わって徴収し、一定の基準により再配分するもので、「国が地方に代わって徴収する地方税」という性格を
有しています。

注２�「臨時財政対策債」：国の地方交付税特別会計の財源が不足し、地方交付税として交付するべき財源が不足した場合に、
地方交付税の交付額を減らしてその穴埋めとして、該当する地方公共団体自らに地方債（臨時財政対策債）を発行させる
制度です。

国・地方における税の配分状況（平成30年度） 真の分権型社会の実現

税
源
移
譲

国６ ： 地方４ 国５： 地方５ 国と地方の新たな役割
分担に応じた「税の配分」

《 現 状 》 《まずは》 《さらに》

地方交付税	 16兆5,910億円
地方譲与税	 2兆5,754億円
国庫支出金	 14兆3,200億円
国直轄事業負担金	 △6,289億円

税の配分

税の配分
税の

実質配分 役割分担

総額102兆3,454億円 地方法人税の拡大の影響により、今後、市町村と
国との税の配分格差が更に拡大する。

注　国の当初予算額、地方財政計画額による数値である。

39兆5,022億円
38.6％

62兆8,432億円
61.4％

72兆3,597億円
70.7％

地方税　39兆5,022億円

29兆9,857億円
29.3％
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税の実質配分

平成25年に策定した『横浜市特別自治市大綱』に沿って、横浜市が自立都市としての都市経営を推進するために、こ
れまでも神奈川県との協議の場（横浜市神奈川県調整会議）や、国への「大都市の実態に即応した財源拡充」の要望
行動を実施してきましたが、いよいよ来年から横浜型「大都市モデル」創出事業をスタートします。それは、「環境・経
済・社会」の課題を同時解決させる『ＳＤＧ’ｓ未来都市横浜』のアクションプログラムです。ゼロカーボン横浜の実現、
海洋都市ヨコハマから海洋ゴミ０、マイクロプラスチック撲滅のうねりを世界に発信することです。「ピンチをチャンス」
に、持続可能な開発目標を市民と共有していく1年とします。

＝ＳＤＧ’ｓ未来都市ヨコハマの挑戦の年＝
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